
地域再生計画の新旧対照表 
変更前 変更後 

２．地域再生計画の作成主体の名称 
  鹿児島県、熊毛郡屋久町 
 
３．地域再生計画の区域 
  指宿市並びに鹿児島県熊毛郡上屋久町及び

屋久町の区域の一部 
 
４．地域再生計画の目標 
（略）･･･漁村地域の機能充実と安全性の向上を

図る。また屋久町では、「屋久町長期振興計画」

において、地域の特性を生かし個性に満ち

た･･･（中略）･･･観光地づくりを支援するとと

もに、屋久町の「屋久町長期振興計画」におい

ても、地域の特性を生かし観光地づくりを推進

する。（略） 
 
目標１）屋久島地域の年間観光客数の増加 

   （現在 220,000人 → 240,000人） 
目標２）浮桟橋のバリアフリー化 

   （現在    0基 →     3基） 

目標３）麦生漁港の安全係留隻数の増加 

（現在    26隻 →    40隻） 

 

 

 

５．目標を達成するために行う事業 

５－２．法第四章の特別の措置を適用して行う

事業 

○港整備交付金を活用する事業 

整備箇所等については、別紙の整備箇所を

示した図面による。  

［施設の種類と事業主体］ 

・港湾施設（指宿港、宮之浦港、安房港） 

鹿児島県 

２．地域再生計画の作成主体の名称 
  鹿児島県、熊毛郡屋久島町 
 
３．地域再生計画の区域 
  指宿市及び鹿児島県熊毛郡屋久島町の区域

の一部 
 
４．地域再生計画の目標 
（略）･･･漁村地域の機能充実と安全性の向上を

図る。また屋久島町では、「新町町づくり基本

計画」において、地域の特性を生かし個性に満

ちた･･･（中略）･･･観光地づくりを支援すると

ともに、屋久島町の「新町町づくり基本計画」

においても、地域の特性を生かし観光地づくり

を推進する。（略） 
 
目標１）屋久島地域の年間観光客数の増加 

   （現在 220,000人 → 240,000人） 
目標２）浮桟橋のバリアフリー化 

   （現在    0基 →     3基） 

目標３）麦生漁港の安全係留隻数の増加 

（現在    26隻 →    40隻） 

目標４）宮之浦港の安全係留隻数の増加 

（現在    23隻 →    44隻） 

 

５．目標を達成するために行う事業 

５－２．法第５章の特別の措置を適用して行う

事業 

○港整備交付金を活用する事業 

整備箇所等については、別紙の整備箇所を

示した図面による。  

［施設の種類と事業主体］ 

・港湾施設（指宿港、宮之浦港、安房港）

鹿児島県 



・漁港施設（麦生漁港） 屋久町 

［整備量］ 

・港湾施設  防波堤、泊地、岸壁(改良) 

    物揚場、浮桟橋(改良)、道路、緑地 

・漁港施設  防波堤(改良)、航路(改良) 

泊地(改良) 

［事業期間］ 

・港湾施設  平成１８年度～平成２２年度 

・漁港施設  平成１９年度～平成２２年度 

［事業費］ 

・総事業費  410,000千円 

（うち交付金   269,000千円） 

港湾施設   360,000千円 

（うち交付金   229,000千円） 

漁港施設  50,000千円 

（うち交付金    40,000千円） 

７．目標の達成状況に係る評価に関する事項 

 ４に示す地域再生計画の目標にてらし、町にお

いて必要な調査状況把握を行い、県及び屋久町に

より評価・検討を行う。 

・漁港施設（麦生漁港） 屋久島町 

［整備量］ 

・港湾施設  防波堤、泊地、岸壁(改良) 

物揚場、浮桟橋(改良)、道路、緑地 

・漁港施設  防波堤(改良)、航路(改良) 

泊地(改良)  

［事業期間］ 

・港湾施設  平成１８年度～平成２２年度 

・漁港施設  平成１９年度～平成２２年度 

［事業費］ 

・総事業費  670,000千円 

（うち交付金   473,000千円） 

港湾施設   620,000千円 

（うち交付金   433,000千円） 

漁港施設  50,000千円 

（うち交付金    40,000千円） 

７．目標の達成状況に係る評価に関する事項 

 ４に示す地域再生計画の目標にてらし、町にお

いて必要な調査状況把握を行い、県及び屋久島町

により評価・検討を行う。 

 
 


